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○令和７年第１２回防府市教育委員会 議事録 

 

１ 開催日時  令和７年１２月１６日(火曜日) 午後２時００分 

２ 開催場所  防府市文化センター（防府市役所本館８階） 

３ 出席者 

教育長        江 山   稔 

委員         村 田   敦 

委員         温 水 祥 代 

委員         古 閑 謙 士 

４ 欠席した委員 

委員         田 村 純 子 

５ 会議に参与した者 

   教育部長       高 橋 光 男 

教育部次長      松 田 伸 一 

教育総務課長     則 常 弘 和 

学校教育課長     藤 井   学 

生涯学習課長     足 立   衛 

学校教育課主幹    中 村 武 司 

学校教育課主幹    門 出   知 

学校教育課主幹    桑 田 里 恵 

生涯学習課主幹    植 木 美 紀 

６ 会議に従事した職員 

教育総務課課長補佐  飯 田 志津江 

７ 議事日程等 

  １ 議事録署名委員の決定 

２ 議事録の承認 

３ 教育長の報告 

４ 付議事件 

議案第１５号 学校教育法施行細則の一部改正について 

承認第２８号 専決処分の承認を求めることについて 

       （令和７年度防府市一般会計教育予算（１２月補正）について） 

５ その他 
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 ・令和７年度 二十歳のつどいについて 

午後２時００分開会 

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

○教育長  それでは、改めまして皆さんこんにちは。ただいまから令和７年第１２回教育委員会定

例会を開催いたします。 

 本日、田村委員は体調不良のために欠席という連絡を頂いております。 

 本日の議事録署名委員は、村田委員、古閑委員、御両名にお願いします。 

 次に、１１月定例会の議事録につきましては、原案のとおり承認することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○教育長  御異議ございませんので、原案のとおり承認いたします。 

 それでは、私から教育長の報告をいたします。 

 １番、１１月２６日の水曜日、下の段、防府税務署の税に関する作文の表彰状贈呈式、大道中

学校に行ってまいりました。また、これについては１２月１日の月曜日にも、書写についての表

彰式、桑山中学校に行っております。 

 ３番、１１月２９日の土曜日、富海小・中学校の特認校学校説明会を行っております。 

 それから、６番、１２月４日の木曜日、第４回の教育支援委員会がありました。当日は、一般

質問になっておりましたので、欠席しております。支援委員会については、４回ほど行われてお

ります。 

 ８番、１２月６日の土曜日、第３回伝わるといいな～人権「絵てがみ」作品表彰式及び第

４４回全国中学生人権作文コンテストの防府地区大会表彰式を、この会場で行っております。 

 ９番、１２月７日の日曜日、第５６回防府読売マラソン大会が行われております。非常にいい

記録が出ました。 

 １０番、１２月１３日の土曜日、下の段です。日本の伝統を学ぶ！門松づくり、防府市文化セ

ンター。この会場で午前、午後２回に分けて１００名以上の参加があり、全国ものづくり塾、そ

れから山口ものづくり塾の協力で行われております。 

 １１番、１２月１４日の日曜日、第３６回防府市子ども会たこあげ大会、潮彩市場の西側広場

で行っております。天気、気候がよくて、風もすごく吹いて、大だこもしっかり上がりました。

たこをもって参加してくれたお子さんたちが１５０人、全体で９００人が、潮彩市場に集まって

たこあげ大会を楽しみました。 

 １２番、１２月１５日の月曜日、中高連携教育推進協議会、誠英高等学校で行いました。中学

校と高等学校の校長先生が集まって、連絡協議、入試に関すること、その他のことについての会
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議をしております。 

 それから夕方、市長表敬訪問として、調べる学習コンクールの上山満之進賞受賞者が来られて、

市長といろいろな歴史の話をする時間を設けました。 

 １３番、１２月１６日、本日ですが、夕方、令和７年度防府市吹奏楽部地域クラブ全国大会出

場報告会を本会場で行います。松崎小学校、華城小学校、桑の華ウインドアンサンブル、もう一

つは、ＳＵＯ国府ウインドアンサンブル、それぞれ全国大会でいい成績を出しておりますので、

その報告会を行います。 

 裏になります。令和７年度の第５回防府市議会定例会です。２日、３日、４日と一般質問があ

って、１１日に教育民生委員会、そして明日、本会議・採決となっています。議案についてはこ

こにあるような部分です。 

 教育に関する質問についての内容等です。３ページです。河村孝議員からＩＣＴ教育について、

来年度、新たな端末の支給に当たり、今までの成果と今後どのようにしていくかということの質

問がありました。 

 答弁としては、１人１台ＬＴＥ端末を配備して、コロナ禍でも学びを止めることなく、家庭な

どでオンライン学習を行うことができたこと、それからＩＣＴ活用教育研究プロジェクト「チー

ムＤＡＳＨ」において、学びの研究あるいは定期的に情報発信を行ってきたので、どの教員の授

業においても効果的にできるようになったこと、それから、これらの成果を踏まえて、次期端末

更新では、キーボード一体型のＬＴＥタブレット端末を採用するということを伝えています。 

 それから生成ＡＩについては、現在、山口県ではスタディポケットを全ての中学校で実証導入

をしております。この生成ＡＩの本格導入に向けて、チームＤＡＳＨでの研究を継続してまいり

ます。 

 先進的な取組の横展開については、来月、全ての教職員を対象とした研修会等も開催をいたし

ます。 

 国の重点施策との連携については、他市に先駆けたさらなるＩＣＴ教育の推進に努めていくと

いうことで、国が進めている情報活用能力の育成、情報モラル教育の充実、１人１台端末の日常

的な活用の促進などについて、しっかり進めていくと答えました。 

 最後のところで、第６次総合計画（案）の中に「ＩＣＴ環境を活かした教育」を引き続き位置

づけて、国の教育ＤＸを目指す、誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも自分らしく学べる社

会の実現に取組を進めていくと答弁いたしました。 

 裏になります。梅本議員から、小中学校における性に関する指導の現状についてということで、

学校現場における性に関する指導の現状、それから保護者との連携のこと、インターネットやＳ

ＮＳ時代のリスクについて、それから今後の方向性についての質問がありました。 
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 学校での性に関する指導については、学習指導要領に基づいて行い、児童生徒が性に関して正

しく理解し、適切に行動できるようにすることが重要であると答えました。 

 そして、学校保健安全計画の中に、保健体育や理科、道徳の時間を使って、男女の尊厳、生命

の誕生や性感染症の予防に関する正しい知識、性情報に対する対処法などについて、発達の段階

を応じて計画的に指導していることを伝えております。 

 それから、思春期の体の変化や異性の関心等について、とにかく個人差があることについてし

っかり学習すること、そして、妊娠や出産が可能となるような成熟が始まるという観点から、受

精・妊娠を取り扱うものとしていますが、妊娠の経過は取り扱わないものとされているので、そ

れに則ってやっています。 

 そして、家庭との連携は、各学校、教育委員会でも大変重要と考えておりますので、授業参観

や各種たよりを通じて、情報提供、そして保健師や助産婦等の外部講師を招いて講演を行うこと

で、性に関する正しい知識をこどもと家庭で共有をしているところです。 

 また、インターネットやスマートフォンの普及により、いろんな情報モラルに関する指導等も、

性に関する指導において重要であると考えており、これまで以上に集団指導や個別指導を学校で

繰り返し進めていくと答弁しました。 

 次です。宮元議員から、野島の活性化について、野島活性化プロジェクトというのが位置づけ

られていますが、現在の状況についてということの質問がありました。 

 今、野島は校区外からも通学できる茜島シーサイドスクール事業を実施しております。このた

び、本会議に提出している第６次総合計画（案）の中に、チャレンジ！地方創生として野島活性

化プロジェクトを位置づけております。 

 その中で、茜島シーサイドスクールの魅力向上を中心に、令和８年度から茜島シーサイドス

クールの受入対象を全県に広げることとしました。 

 また、先月から、地域おこし協力隊員による野島や茜島シーサイドスクールの魅力の発信など

を実施しております。 

 また、市では、野島活性化検討委員会を設置して、野島活性化基本構想の策定にも取り組んで

おります。茜島シーサイドスクールの魅力の向上をはじめとして、野島の利便性の向上や野島の

魅力の再発見が基本目標の柱となっております。 

 本市としては、野島のさらなる活性化のために、離島の魅力を生かしながら、茜島シーサイド

スクールを中心として、こどもが主役、そして多世代が生き生き活躍する元気な島づくりを目指

していくと答弁しております。 

 それから、最後に、藤本議員から小・中学校の給食についての質問がありました。 

 アンケートをやっているが、その活用方法、そして、異物混入がたくさん出たんですけれど、
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その発生した場合の原因究明と再発防止策について、の２つの質問がありました。 

 まず、アンケートに関する部分ですが、本市はそのアンケートをやって、おいしい給食の提供

に向けて、そして行きたくなる学校づくりのためのデザートの日を開始しています。そこで提供

するデザートも、アンケートで人気の高いものを提供しております。 

 また、保護者を対象とした試食会後のアンケート結果については、よりよい献立を作成する際

の参考にしていると答えています。 

 それから異物混入については、小・中学校全体で３５件あって、主なものとしては、髪の毛や

食材に使用されたビニール片などの混入で、危険異物の混入は２件ありました。原因は、食材納

入業者の調理機器の劣化によるものでありました。異物混入の際には、直ちにこどもたちに注意

喚起するとともに、必要に応じて喫食停止や代替食等の提供を行っております。また、速やかに

保護者にもお知らせをしております。 

 再発防止策としては、調理業務委託業者、市調理員、食材納入業者への指導や、学校への注意

喚起、調理機器の適切な管理の徹底や更新などを行っています。また、教育委員会では、定期的

に調理場を訪問して、適切に実施されているか、モニタリングを行い、必要に応じてチェック項

目を加える、あるいは食材納入業者に対しても、業者の工場等の現場確認を実施しております。

安全安心な学校給食の提供に、今後も努めていくというふうに答弁をしております。 

 以上、教育長の報告をいたしました。何か質問があればお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○教育長  よろしいですか。それでは、続きまして、付議事件について御協議いたします。 

 第１５号学校教育法施行細則の一部改正についてを議題といたします。補足説明をお願いしま

す。学校教育課長。 

○学校教育課長  学校教育課でございます。議案書の１ページをお願いいたします。 

 議案第１５号学校教育法施行細則中改正について御説明を申し上げます。 

 本案は、学校教育法施行細則の一部を次のとおり改正するものでございます。 

 提案理由は、１学期開始日を改め、教育活動の質を高めるための準備期間を確保し、児童生徒

が安心して学びに向かえる体制を整えるにあたり、学年始め休業日の改正に伴う所要の改正及び

条文を整理するため、防府市教育委員会所管事務委任規則第１条第１項第９号の規定により提案

するものでございます。 

 ２ページには内容を、３ページには新旧の対照表をつけております。新旧対照表を御覧くださ

い。 

 学校教育法施行細則第６条に休業日の期間を示しております。その中の第１項中の学年始めの

終期４月７日までを４月９日までに改正しています。このことにより、学年始め休業日が２日間
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増え、児童生徒は新学年スタートに向けた入念の準備ができるようになるとともに、教職員の新

年度のスタートをよりスムーズに行うことができるようになると考えます。 

 以上、御審議のほどお願いします。 

○教育長  説明終わりました。御質問等ございませんか。 

 これ４月１０日からスタートということでよろしいですか。 

○学校教育課長  そうです。 

○教育長  県内他市の動き等は何かありますか。 

○学校教育課長  今現在、阿武町が、本市と同様に４月１０日スタートとしております。令和８年

度から、本市と同様に、山口市が４月１０日からスタートするということを、試行的に実施され

るということです。令和８年度は山口市については、本市のように細則の改正は行わずに試行的

に実施されるということを聞いております。 

○教育長  ほかに何か質問ありませんか。しっかり準備をして、いいスタートがきれるように指導

して、指導したときに、学校のほうにしっかりと周知してください。 

○学校教育課長  今後の予定について補足です。明日、各市内の小・中学校長に周知のメール配信

をしまして、明日、あさって、１７日、１８日の２日間で、各小・中学校の教職員に対して校長

から説明をしていただきます。 

 そして、１９日の金曜日に、保護者宛ての配布プリント、そして、関係機関への周知。この関

係機関の中に、保育園、幼稚園、あるいは高等学校等も含めております。地域クラブにつきまし

ても、各団体の代表者に周知する予定としております。 

 併せて、報道関係へも投げ込みも行ってまいります。 

 以上です。 

○教育長  よろしいでしょうか。この件について。 

 それではお諮りいたします。ただいま、議題となっております、議案第１５号につきましては、

これを承認することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、議案第１５号は原案のとおり承認いたします。 

 次の審議に先立ち、お諮りいたします。承認第２８号につきましては、１２月市議会に提出す

る案件であり、意思形成過程の事案になりますので、非公開での審議にしたいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○教育長  御異議ございませんので、非公開といたします。 

〔 傍聴者退室 〕 
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〔 非公開審議 〕 

〔 非公開審議終了 〕 

 

 それでは非公開の審議を閉じて、傍聴者に入室していただきます。 

 それでは、会議を再開いたします。その他の事項に入ります。 

 令和７年度二十歳のつどいについて、説明をお願いします。生涯学習課長。 

○生涯学習課長  皆さんのお手元に、「令和７年度防府市二十歳のつどい 実施要領」があるかと

思います。 

 このたび新たに、二十歳になられる方が、約１,２００名おります。平成１７年４月２日から

平成１８年４月１日生まれの方々です。 

 このたび、そちらのほうを、お祝いというような形で、１月１１日午後２時から、式典を開催

いたします。委員の皆様につきましては、記念撮影等がございますので、恐れ入りますが、１時

半までに、三友サルビアホールに集まっていただければと考えております。 

 このたびのテーマといたしまして、Ｓｗｉｔｃｈ２０～今日の自分たち、最高にビジュいいじ

ゃん～というのを、実行委員会で定めまして、こちらに基づき、各種のイベント等を行う予定に

しております。 

 説明については以上でございます。 

○教育長  説明終わりました。御質問等ございませんか。テーマの説明をお願いしましょうか。 

○生涯学習課長  このたびのテーマにつきましては、実行委員会で企画しております、Ｎｉｎｔｅ

ｎｄｏのＳｗｉｔｃｈ、こちらにあやかって、新たに自分たちも切り替わるんだ、というような

意味合いで、Ｓｗｉｔｃｈ２０というのと、あと、今日の自分たち、最高にビジュいいじゃんと

いうのが、ボーカルダンスグループＭ！ＬＫ、こちらのほうで、イイじゃんという曲がございま

す。その中のワンフレーズを用いて、今の自分たちの雰囲気、それから、そういったかっこいい

よねっていうような意味合いで、このようなテーマを設けたというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○教育長  これは実行委員会で話し合われたということですね。 

○生涯学習課長  はい、実行委員会で話し合われたテーマを設けております。 

○教育長  １月１１日の１３時３０分に、サルビアホールに集合するということです。この日は何

か他の行事と重なっていますか。 

○生涯学習課長  駅伝があります。 

○教育長  市内一周駅伝が午前中あって、これがあります。 

 それでは、その他何かございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○教育長  ないようでしたら、以上で本日の会議を終了いたします。ありがとうございました。 

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

午後２時２２分閉会 

防府市教育委員会会議規則第１７条第２項の規定により署名する。 

令和７年１２月１６日 

               署名委員 

村田委員                  

 

古閑委員                  


